
　特殊車両の通行は、橋梁・トンネル等の道路施設に重大な影響を与えるため、道路法

第４７条の２第１項の規定に基づく道路管理者の許可が必要です。

 　また、許可を得ている車両は、許可内容を遵守して通行しなければなりません。

　 許可内容に違反している車両の通行、あるいは無許可の通行は、道路のひび割れ、

わだち掘れ、橋梁・トンネルの損傷等、道路構造に重大な影響を与えます。

　 また、違反車両による事故は、重大事故に結びつきやすく、事故車両の搬出や

散乱した積荷の撤去作業により交通渋滞、通行止め等を引き起こし、社会的に大きな

影響を及ぼします。

 　このようなことから、仙台河川国道事務所では道路構造の保全及び事故等の防止を

目的として、所轄警察署の協力のもと、下記により特殊車両の指導取締りを実施します。

 １．日　　時　　 　令和３年１１月１６日（火）　１４時～１６時

 ２．場　　所　　 　一般国道４号　下り線　「名取車両検測所」　【別添図参照】

 　　　　　　　　　　　　（名取市本郷字焼野地内）

　 ※当日の天候などにより中止する場合があります。

お問い合わせ先
　　　  なかだ　たかゆき

国土交通省 仙台河川国道事務所　　

ＴＥＬ　０２２－３０４－１８１４

国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局

仙 台 河 川 国 道 事 務 所

令 和 3 年 11 月 11 日

過去の指導取締りの状況

〈　発表記者会：　宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会　〉

道路管理第一課長 　　中田　隆行

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り少人数での取材やマスク着用な
どにご協力をお願いします。

記 者 発 表 資 料

報道解禁：指導取締り実施後

11月16日 16時00分以降

国道４号で特殊車両の指導取締りを実施します



報道解禁：指導取締り実施後
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出典：地理院地図に指導取締り場所等追記して掲載





車両の通行について

特殊車両の通行許可を受けていなかったり、通行許可の条件に違反して通行する車両が
あると、舗装の痛みを早めたり、橋に設計で想定した以上の負荷がかかったり、トンネル・照
明灯・道路標識等に接触・衝突するなど道路施設を損壊したり、大型車であるために一旦事
故が発生すると大きな事故となり、長時間の通行止めを引き起こし社会的に大きな影響を及
ぼします。

道路構造の保全、事故防止を目的として特殊車両の指導取締りを実施します。

横断歩道橋損傷の例通行止めの状況


